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令和３年度警察政策学会シンポジウム・プログラム 
「令和の道路交通を展望する」 

～交通警察の現在、過去、未来～ 
 

昭和 30 年代以降の急激なモータリゼーションの進展の中で改善、体系化が進んだ交通警察は、平成
の時代、社会が徐々に成熟するとともに、ICT（情報通信技術）が著しく進展し、社会の構造、システム
や人々の行動様式や価値観が大きく変化する中で、これに対応し多様な施策を展開した。 
令和の時代はその延長にあるのか、或いは新しい技術の出現や社会構造の変化により、更に施策の転

換を迫られるのか、今後の道路交通を展望しつつ交通警察の進むべき道を探る。 
 
１．主催 警察政策学会 
２．後援 警察政策研究センター、(公財)公共政策調査会 
３．日時 令和３年９月 10日(金)14：00～16：30 
４．会場及びオンライン開催（ホテルグランドアーク半蔵門 4階「富士東の間」）  
14:00～14:05 開会の辞   

藤原 靜雄  警察政策学会会長 
14:05～14:25 基調講演 「交通警察の現在、過去、未来」 

矢代 隆義  元警察庁交通局長 
14:25～16:25 パネルディスカッション 
（令和の道路交通を展望し、その中で交通警察の果たすべき役割を探る） 

 
14:25～15:25 第１部 ショートスピーチ 
① 「道路の本質（ネットワークと空間）とその歴史」 

大石 久和 一般社団法人全日本建設技術協会会長・元国土交通省技監 
② 「自動車の安全技術ーアクティブセーフティから自動運転まで」 

     須田 義大 東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構長 生産技術研究所教授 
③ 「自動車技術、自動車の安全運転その他自動車に係る諸問題」 

     菰田 潔 モータージャーナリスト 
④ 「新たなモビリティの交通ルール等の在り方」 

中野 崇嗣 警察庁交通局交通企画課理事官 
 

15:25～15:35 ＜休憩＞ 
 

15:35～16:25 第２部 討 論 
コーディネーター 
河合  潔    元警察政策研究センター所長 

パ ネ リ ス ト 
大石 久和  一般社団法人全日本建設技術協会会長・元国土交通省技監 
須田 義大  東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構長 生産技術研究所教授 
菰田  潔   モータージャーナリスト 
中野 崇嗣  警察庁交通局交通企画課理事官 
矢代 隆義  元警察庁交通局長 

 
16:25～16:30 閉会の辞  
            伊藤哲朗 警察政策学会副会長 
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＜＜基基調調講講演演者者・・パパネネリリスストト・・ココーーデディィネネーータターー紹紹介介＞＞

Ⅰ．基調講演者・パネリスト
矢代 隆義
元警察庁交通局長
1949 年新潟県生まれ。1973 年東京大学法学部卒業、同年警察庁入庁。警察庁広報室長、警
視庁交通部参事官等を経て、1997年警察庁交通企画課長、その後警察庁長官官房審議官（交
通局担当）、交通局長等を経て、2007 年警視総監。2008 年に退官後、公益財団法人日本道
路交通情報センター理事長、一般社団法人日本自動車連盟副会長、同会長、2019 年退任。現
在コナミ特別顧問。

Ⅱ．ショートスピーチ・パネリスト
１．大石 久和（おおいし ひさかず）
一般社団法人全日本建設技術協会会長・元国土交通省技監
1945年兵庫県生まれ。1970年京都大学大学院工学研究科修士課程修了、同年建設省入省。
1993 年国土庁計画・調整局総合交通課長、1995 年建設省道路局道路環境課長、1996 年建
設省大臣官房技術審議官、1999 年建設省道路局長を経て、2002 年国土交通省技監。2002
年退官後、財団法人国土技術研究センター理事長、一般財団法人国土技術研究センター国土政
策研究所長、2016年現職。『「国土学」が解き明かす日本の再興』（海竜社）、『「危機感のない日
本」の危機』（海竜社）など著書多数。

２．須田 義大（すだ よしひろ）
東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構長 生産技術研究所教授
1959 年東京都生まれ。1982 年東京大学工学部機械工学科卒業、東京大学大学院修士課程
博士課程修了（工学博士）。法政大学工学部機械工学科助教授、カナダクイーンズ大学客員助
教授をへて、2000 年東京大学生産技術研究所教授。2007 年より同千葉実験所所長、2010 年
より同次世代モビリティ研究センター（ITS センター）長。車両制御工学、ITS（高度道路交通システ
ム）等を専門とし、国内外の学協会の理事・評議員、国際会議の議長、国土交通省の審議会委員、
自動運転車事故調査委員会委員長など政府委員を務める自動車・交通業界全般に関わるキーマン。
『パソコンによる制御工学（共著）』（海文堂出版）など著書多数。

３．菰田 潔（こもた きよし）
モータージャーナリスト
1950 年神奈川県生まれ。安全運転のための講習を行う「BMW ドライビング・エクスペリエンス」チーフ・
インストラクター。日本自動車ジャーナリスト協会会長、日本カーオブザイヤー（COTY）選考委員、日
本自動車連盟交通安全・環境委員会委員も務める。2019年９月に BOSCH認定 CDR アナリスト
の資格を取得し、CDR（クラッシュ・データ・リトリーバル）で事故データを抜き出しそれを解析する仕事
も始めた。『あおり運転 被害者、加害者にならないためのパーフェクトガイド』（彩流社）、「クルマの運
転術」（ナツメ社）、『BMWの運転テクニック 2003』（メディアファクトリー）など著書多数。

４．中野 崇嗣（なかの たかし）
警察庁交通局交通企画課理事官
1980 年広島県生まれ。2005 年東京大学法学部卒業、同年警察庁入庁。警察庁交通企画課、
保安課等を経て、2016 年千葉県警察本部刑事部捜査第二課長、2017 年財務省主計局、
2019年警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課長、2020年より現職。
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Ⅲ．コーディネーター
河合 潔（かわい きよし）
元警察政策研究センター所長
1960 年香川県生まれ。1984 年東京大学法学部卒業、同年警察庁入庁。2005 年警察庁長官
官房参事官（企画担当）、内閣官房副長官補付内閣参事官、2010 年三重県警察本部長、警
視庁生活安全部長、警察庁生活安全企画課長、東京都青少年・治安対策本部長（2013 年
ITS世界会議東京担当）、2015年警察庁長官官房政策評価審議官兼審議官（生活安全局担
当）、2016 年警察政策研究センター所長を経て、2019 年関東管区警察局長、同年退官後、第
一生命保険（株）公法人部顧問。
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基調講演

交通警察の現在、過去、未来

矢 代 隆 義

元警察庁交通局長
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                      ２０２１．９．１０ 
                               矢 代 隆 義 

「交通警察の現在、過去、未来」 
 
１ 要旨 
（１）昭和 30年代以降の急激なモータリゼーションの進展の中で、交通警察活動は警察組織の中で
次第に大きな比重を占めるようになり、交通管理の手法も逐次改善体系化され、体制も強化された。 

（２）平成に入ると社会は成熟し、これに伴い交通量の伸びは鈍化したが、社会の価値観が変化し、
情報通信技術（ICT)が進展する中で、道路交通の場における人々の行動様式も変化し、交通管
理も新しい対応を迫られた。 

（３）令和の時代、社会構造の基調を成すものは、少子高齢化の進行であり、その社会に変化をもた
らす最大のものは、情報通信技術の進歩による社会のデジタル化である。 

  これに伴って、車社会は大きく変わろうとしている。何よりも車両の構造と機能が変化し、またその使い
方も変わろうとしている。また、社会構造の変化を踏まえ、国土利用や街づくりの考え方も変わりつつあ
る。 

（４）今後の車社会に変化をもたらす主な要因は、次のとおりである。 
〇 街づくり、都市構造の考え方 ⇒コンパクト(社会基盤の集約)＆ネットワーク 
〇 道路空間の多様な利用 
〇 車両の更なる多様化 
〇 新しい移動、輸送サービスの進展 
〇 自動運転技術の進歩 
 

（５）このような社会の変化に対する交通警察の課題は、次のとおりである。 
〇 道路交通の新たな秩序形成に向けた制度の構築 
〇 多様な道路利用への配慮 
〇 自動運転車両の普及を踏まえた交通管理手法の開発、導入 
〇 道路交通行政における新たな政策目標の提示 

 
２ 振り返り 
（１）明治・大正時代と昭和 20年代まで～モータリゼーション以前 
ア 明治初期は、徒歩のほか大八車、馬車、人力車などが日常生活の主な交通手段であったが、その
後、時代が進むとともに、路面電車、自転車、リアカー、そして二輪、四輪の自動車が出現した。これ
に伴い必要な取締規則等の法令が順次制定され、また、交通警察の体制も整備された。 
大正時代に自動車の実用化が進み、昭和に入り自動車の保有台数が急速に増加したが、この時

期の自動車の利用は、官公庁や軍、運輸事業者のほか、一部の事業者の自家用トラックや富裕層
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の乗用車に限られ、本格的なモータリゼーションの到来は、戦後昭和 30年代以降である。 
イ この時期、交通警察の主要な課題は、各種車両の混在による交通事故発生の未然防止であった。 
（２）昭和 30年代以降の昭和期～モータリゼーションの進展 
ア 戦後の復興が進み、高度成長期に入ると我が国のモータリゼーションが到来した。昭和 30 年代から

40年代にかけて、国民の足は、まず自転車から二輪車に移行し、間もなく 4輪乗用車へと代わった。
また、貨物輸送もそれまでの鉄道中心からトラック輸送へと大きく転換し、都市部の路面電車もバスに
振り替わった。 
特に、昭和 40 年代以降は、マイカーが普及し自家用乗用車の保有台数が急激に増加した。昭

和 50年代になると女性の運転免許保有者の増加数が男性のそれを上回るようになり、国民皆免許
時代の到来が現実のものとなった。 

イ この時期、交通警察の課題は、自動車交通の増大に伴う交通死亡事故の多発、交通渋滞、交通
公害の発生に対する取組みであった。 

（３）平成時代～交通社会の成熟と ITSの進展 
平成時代の道路交通の状況は、「交通社会の成熟」と「ITS の進展」という二つのキーワードで語るこ

とができる。 
ア 自動車の保有台数は平成に入ってからも引き続き増加を続けたが、やがてその伸びは次第に鈍化し、
自動車の交通量は平成 15 年頃にはほぼピークを打った。また、免許適齢人口当たりの運転免許保
有率は、平成 30 年現在約 75％となっており、免許保有人口もほぼ頭打ちの状態に至りつつあると
みられる。 
総じて道路交通の状況は成熟し、それまで圧倒的な自動車交通量の増大に対する対策が交通

警察の主な課題であったが、社会の成熟とともに道路交通についても質の向上が強く求められるように
なった。 

イ 平成に入ってからの ICT の進展は目覚ましく、道路交通の世界にも「ITS」の名の下に急激に普及し
た。これにより、自動車の機能も劇的に向上し、自動車の走行挙動や交通管理の手法も大きく変化
することとなった。この趨勢は、令和の時代に入ってからも加速しつつ続いている。 

ウ この時期、交通警察は、重大事故防止や事故時の被害軽減にポイントを絞った交通安全対策を講
じるとともに、多様な道路利用に配意しつつ、道路交通の質的向上を目指して弾力的、かつ柔軟な
交通管理を進めるようにした。併せて、ICT の技術を大幅に取り入れた。 

 
３ 今後見込まれる道路交通の変化 
（１）国土利用及びこれを支える交通体系と自動車利用の考え方 
ア 我が国は、引き続き、少子高齢化と人口の減少が続き、各地で社会基盤・機能の集約化と社会の
ネットワーク化が進むであろう。 
この場合、国土利用と街づくりにおいては、少子高齢化に対応し、活力を維持しサスティナブルな社

会を実現するため、一定地域において社会機能と住居地を集約し、人々の移動はできるだけ徒歩
（及びこれに代わる簡便な移動手段）と公共交通機関（ないし交通手段の共同利用）によるとす
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る方向を志向することとなろう。 
イ 社会のネットワーク化を実現し、これを支えるのは、情報通信と交通である。この場合、交通体系は、
陸、海、空の各領域に及ぶ。 
このうち陸上交通において、自動車は、大量輸送と高速性において鉄軌道等には及ばないものの、

ドア to ドアの柔軟な移動と必要時に随時利用が可能な利便性の点で卓越していることから、陸上の
移動手段としてその利用は欠かせない。したがって、今後とも自動車は、鉄軌道等の大量輸送機関と
ともに、人々の重要な移動交通手段であり続けるであろう。 
また、物資の輸送についても、自動車は鉄道に比べルート選択や配送方法が柔軟で利便性が高く、

また物資の積出地及び目的地の端末輸送に不可欠であるため、引き続き、長距離輸送、短距離輸
送ともにトラックが陸上輸送の主要な位置を占めるであろう。 

ウ 以上、今後とも自動車は地域間の道路ネットワークや都市部における域内移動及び物資輸送にお
いて中心的な役割を担い、船舶や鉄軌道等の大量輸送機関と補完し合いつつ陸上交通の分野で
大きな役割を果たし続けると考えられる。 
なお、この場合、個人的に利用される自動車は、必ずしも個人所有である必要はなく、移動サービ

ス事業者が提供する車両の利用、ないしは共同利用の方向を志向することとなろう。 
（２）道路整備 
 全国の道路の整備は、引き続き進捗し、特に地域間をつなぐ道路ネットワークは、さらに充実するであ
ろう。 
（３）車両の種類・機能 
〇 社会活動の複雑化に伴い、業務内容や用途に応じ車両の多様化が進む。 
〇 このうち、乗用車両については、小型低速の様々なパーソナルモビリティ・ビークルが実用化する。 
 また、貨物の搬送用車両についても、小型の電動又は電動アシストの車両が出現する。 
〇 自動車は、全体として電動車への移行が進むとともに、自動運転機能が大幅に向上する（今
後、レベル 4 の自動運転車両も実用化され、やがてはレベル 5 の自動運転車両も実用化され
る。）。 

〇 自動車のコネクテッド機能が進展し、深化する。 
〇 用途は限定的であるが、道路の枠内を超える特殊な自動車として水陸両用車に加え、空飛ぶ
車も出現する。  

（４）交通量及び通行目的はどう変化するか。 
 交通手段ごとの道路交通量の変化は、次のように考えられる。 
ア 自動車 
 〇 交通量 
  自動車の交通量は、社会全体の人々の移動量（台数×移動頻度×移動距離）と物資運搬の量
及び頻度によって決定される。 

  今後引き続き見込まれる我が国の人口減少は、必然的に自動車交通量の減少をもたらすはずであ
る。一方で、生活の質の向上に対する欲求が人の移動や物資運搬の頻度を高めるベクトルとして働く
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が、交通量全体を押し上げるには至らず、人口減少に伴う国民の活動総量の減少により、全体として
頭打ちないし減少傾向が続くであろう。 

 〇 移動の目的 
    相対的に減少するもの・・・通勤、通学 買い物 
    相対的に増加するもの・・・訪問、旅行、ドライブ 
 〇 物資の搬送 

生活物資の運搬、配達・・・増加 
産業用物資の輸送・・・・・・減少 

イ 自転車及び軽車両 
自転車の交通量は、長期的には人口減少と社会の高齢化に伴い減少する。短期的には日常生

活における自転車利用のトレンド又はレジャー・スポーツ目的の遠距離走行の動向により増減を繰り
返すであろう。 
自転車以外の軽車両(又は軽車両と同等の扱いとなるもの)は、様々なタイプの電動ないし電動ア

シストの車両が漸次用いられるようになり、その交通量は、他のモードによる交通に置き換わる形でそれ
なりに増加するであろう。 

ウ 歩行者 
社会機能が集約化されたエリア内や人気観光スポットでは交通量が増加し、その他の地域では人

口減少を背景に歩行者の交通量は減少するであろう。 
（５）新しい技術の活用 

DX は、道路交通の分野を大きく変容させる。DX の進展により、人の移動、物の運搬、車両の運行
管理等に係るシステムが高度化し、他の社会生活上の様々な情報システムとつながることにより、高度な
利便性を有するようになるであろう。 

5G・6G、AI、GNNS、各種の高機能センサー等の新しい要素技術は、自動運転や車両のコネクティ
ドサービスのシステム開発を大きく後押しし、道路交通行政もこれに対応した施策の展開を迫られること
になるであろう。 
 
４ 令和における道路交通の風景 
（１）道路交通の全体像 
ア 概括 

全国の幹線道路網に加え、地域間を結ぶ道路のネットワークが充実し、また経年劣化した道路の
補修がグレードアップした形で進むことにより、道路の機能は更に向上し、安全性と利便性が高まる。 
人口や産業の偏在により地域による交通量の差は大きい。全体の交通量は、長期的に減少してい

く。地域内交通は、公共交通機関と徒歩の組合せを強く指向したものとなる。 
社会生活の変化や技術の進展に伴い、用途、構造の面で車両の多様化が進むとともに、各種レ

ベルの自動運転車両が混在する。 
乗用車は、個人所有の車両の割合が少しずつ低下し、事業者管理の車両（運送事業者や移動
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サービス事業者の使用車両及び大手事業者の自家用車両)の割合が高まる。 
イ 走行車両の状況 
〇 都市間幹線道路、一部の観光用道路では多数の自動車が走行 

   走行条件の良い道路の区間では、レジャーやスポーツの二輪車や自転車も走行 
 〇 都市部の道路では、都市機能の集約エリアと住宅地域を中心に多数の業務用の自動車が走行、

時間帯或いは場所により日常生活目的の個人使用の自動車や自転車その他の車両も走行 
〇 地方部の道路では、社会・生活基盤の集約地域を中心とした生活エリア内でそれなりの自動車

と少数の自転車その他に車両が走行 
ウ 簡易な小型低速車両の実用化 

従来の原付や軽車両の概念では想定していない簡易な小型低速の電動車や電動アシスト車両
の実用化が進み、生活に根付くであろう（例電動キックボード、セグウェイ、立乗り電動スクーター、
中・低速の電動カート、貨物用の電動又は電動アシストのキャリアカー等.）。 

エ 新たな形態のモビリティサービスの出現 
ICT の活用により、遠隔対応による車両の運行管理や、顧客対応、電子決済が可能となったこと

から、従来のタイプのバス、タクシー、運転代行に加え、新たな形態のモビリティサービスが可能となって
きた。旅客運送事業は、今後このような新しいタイプのモビリティサービス事業へと徐々に業態が転化し
ていくであろう。 

オ 搬送システムの大幅な効率化 
貨物運送事業や自家運送においても、DX の進展により搬送システムの大幅な合理化、効率化が

可能になった。貨物運送事業者が使用する車両や大手事業者が自家運送に使用する車両も、単に
積み荷の配送管理に止まらず、車両の走行状態を把握、管理する新しい運行管理システムによって
管理されるようになる。新しい運行管理システムの管理下にある走行車両は、いずれ自動運転に移
行していくであろう。 

 
（２）自動運転車両の普及 

自動運転車両は、関係者の自動運転技術の開発努力、社会の受容性、運用コスト等に左右さ
れながら段階的に普及する。 

＜10～15年後＞ 
〇 大衆車においては、事実上レベル 3 の性能を持つ車両を含め、高度な運転支援機能を持つレベ
ル 2 の車両が社会の主流となる。また、いくつかの領域（ODD）において走行可能なレベル 3 の
車両も次第に普及していく。 
車両に搭載される自動運転ないし運転支援のシステムは年々高度化するが、新しくバージョンア

ップしたシステムへの移行は車両の買い替え時期と連動するため、その入れ替えのペースは比較的
緩慢であろう。 

 〇 一部の公共輸送機関(＝路線バス)ではレベル 4 の自動運転車両が導入され、貨物輸送におい
ても一部の事業者が比較的狭い領域（ODD）でのレベル 4の車両を運行する。 
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＜20～30年後＞  
〇 大衆車の主流は、様々な領域（ODD）でレベル 3の機能を持つ自動運転車へと移行。 
〇 公共輸送機関(路線バス)のレベル 4 での自動運転は、各地で定着する。貨物運送会社やタク
シー会社（その他のモビリティサービス事業者を含む。）の運行する車両は、レベル 2 ないし 3 から
選択的にレベル 4 に移行する。このレベル 4 に移行する領域、移行のスピードは事業者により様々
であろう。 

〇 少数であるが、富裕層が所有するレベル 5 の車両も一部出現し、路上を走行する。 
 

＜自動運転移行のスピード＞ 
〇 自動運転においてどのレベルの自動運転車両が主流となるかは、その時点における技術開発の状
況に加え、車両の販売価格如何が大きく左右すると考えられる。標準的なユーザーが負担できる価
格帯の車両が、その時点における自動運転車のレベルの主流をなすことになろう。 

〇 この場合、より多くの人々が乗用車の共同使用や事業者によるプライベート移動サービスを利用
するならば、利用者単位当たりのコストが低減されるので、乗用車の自動運転化が早く進むであろ
う。 

〇 路線バスは、多人数で運用コストを負担するため一人当たりのコストが安くなるという事情のほか、
走行路線が限定されることにより自動運転のための路車間協調が得やすいと考えられることから、他
に比較し相対的に早い段階でレベル 4の実用化が進むであろう。 

〇 レベル 5 の乗用車は、あらゆる事態で基本的に路車間の協調なく自動運転を完結する必要があ
り装備やシステムが複雑になること、我が国の国民性としてゼロリスク志向が強いことから、その実用
化にはかなりの時間を要するであろう。 

 
５ 道路交通政策 
（１）道路空間利用 
ア 道路構造 

道路上の歩行者の通行スペースは十分ゆとりのあるものとなり、車両の走行スペースは、自動車及
び自転車その他すべての車両の需要を均等に配慮しつつ配分されるであろう。 

イ 道路使用 
道路は、基本的には車両と歩行者の通行のために用いられるが、生活機能が集約されたエリアや

多くの人が集散する大規模施設の周辺では、道路と道路外の敷地との融合が進み、人々の休息や
待合、簡単な公衆向けのイベントのためのスペースが確保されるようになるであろう。 

（２）政策目標設定 
〇 交通安全 

交通安全は、引き続き最重要な政策目標であり続けるであろう。 
この場合、ビジョンゼロは現実的な政策目標となるのではないか。 
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〇 交通の円滑→良質なモビリティの実現 
道路交通行政に対しては、今後引き続き社会生活の利便性と質の向上が求められ、そのための

諸対策が進むであろう。 
従来、「交通の円滑」が道路交通行政の目的の 1 つとされているが、その意味するところは、「道

路交通機能の維持と上質なモビリティの実現」であるとされるであろう。 
〇 環境保全 

道路交通に起因する大気汚染、騒音、振動は単体対策により大きく改善すると見込まれ、政
策課題としての環境保全の比重は相対的に低下するであろう。 
なお、地球温暖化対策に関しては、走行する車両の内燃機関から電動車への移行、自動車リ

サイクルの推進等により、今後さらに CO2の削減に寄与することが可能と考えられる。 
 〇 政策目標の主要項目は、次のようなものになるのではないか。 
  ・道路交通の絶対的な安全確保 

・道路交通機能の維持、向上 
  ・上質なモビリティの実現 
 
（注）非常災害時の交通対策の備え 

災害時の減災、非難、救援のための対策は、引き続き重要事項とされる（特に東海及び東南海・
南海大地震への備え）。 

 
６ 交通警察の具体的な取組課題 
 今後の道路交通行政の展開において、交通警察が取り組むべき具体的な課題を挙げると次のとおり
である。 
（１）自動運転関係 
①自動運転の普及を踏まえた交通ルールの研究 

→自律型交通管理の実現 
②自動運転車両の走行方法の標準化・・・国内及び国際標準設定の取組み 
  →これまでは車両の構造の安全基準の標準化、今後は車両の走行方法の標準化 
③自動運転機能を支える路車間協調への寄与・・・通行車両に対する必要な情報提供体制 
④車両の運行管理に着目した交通管理 

→運転免許制度を通じた交通管理のほか、車両の使用者責任ないし運行管理責任を通じて
の間接的な交通管理の制度の検討  

（２）DX関係 
①交通指導・・・自動取締機材の開発、導入 
②交通情報の収集と活用における民間と官の協働 

→車両の安全走行、走行ルート選択に必要な情報の集約・提供システム構築への協力 
 ③各種申請・許可事務、データ管理の電子化 
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（３）車両の多様化 
①運転免許・・・新たな免許区分の研究、高齢者の運転免許の許容性の検討 

（４）道路空間利用 
①道路使用・・・イベントの許容性拡大、広場的機能を持つ歩行者空間への配慮 
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振り返り
・ 昭和期

モータリゼーションの進展
国⺠皆免許時代の出現

・ 平成時代
交通社会の成熟
ICTの進展（ITSの社会実装）

2

モータリゼーション以前
戦前・戦後〜昭和20年代まで

道路上は、諸⾞が混在
• 陸上移動・輸送の中核は、 鉄道と路⾯電⾞
• 移動は徒歩、国⺠の⾜は⾃転⾞
• 日常の運搬手段は、リアカー、牛・馬の荷⾞、人の背中

• ⾃動⾞の多くは業務⽤⾞両（トラック、バス、タクシー、官公庁、軍、事業者）

↓
（交通警察の課題）
「諸⾞の混在」による交通事故の発生

3
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モータリゼーションの進展
昭和30年代以降の昭和時代

⾃動⾞交通の圧倒的な増加
• ⻑距離陸上輸送の中心が路線トラックに、鉄道は衰退
• 日常の運搬手段は、各種トラックが普及
• 路⾯電⾞は地下鉄と路線バスに振り替わり
• ⾃家⽤乗⽤⾞（マイカー）の急激な増加

国⺠の⾜は、⾃転⾞から原付を経て四輪の⾃動⾞へ

↓
(交通警察の課題)
⾃動⾞の急激な増加に伴う交通死亡事故の多発と交通渋滞、交通公害の発生

4

平成時代＝交通社会の成熟
（１）社会におけるモータリゼーションの均霑、成熟

世帯数≦⾃動⾞保有台数
国⺠皆免許

その帰結として、⾃動⾞交通量の増加は頭打ちになる

5

（２）道路交通に係るニーズは量から質へ
安心、ゆとり、快適性追求

多様な価値観への対応

（３）ITSの出現
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令和初頭の交通社会
道路交通に係る障害は減少

〇 交通事故
〇 交通渋滞
〇 交通公害（環境問題）

ICTの進展による⾞社会の変容の兆し
〇 ⾃動運転
〇 コネクティドカーの拡大と新たなモビリティサービス
の動き

6

予想される道路交通の変化
背景︓少⼦⾼齢化社会

社会のデジタル化
（１） 国⼟利⽤及び交通体系
（２） 道路交通のニーズ

（３） ⾞両の種類・機能、使⽤形態の変化
〜新しいタイプの⾞両の実⽤化
〜⾃動運転の進展

（４） 社会のデジタル化と技術の活⽤
7
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国⼟利⽤及び交通体系
（１）⼈⼝減少下の国⼟利⽤

コンパクト＆ネットワーク
⇒地方部は社会基盤集約

都市部は機能統合と効率性、移動の容易性向上

8

（２）陸上の交通体系
「歩⾏＋公共交通機関」が基本

パーソナルな簡易移動手段がこれを補完
⻑距離移動は、鉄道＋⾃動⾞

貨物輸送は、トラック主⼒
基幹輸送部分を鉄道が補完（コスト、環境負荷を勘案）

道路交通のニーズ

〇社会生活における⼈の移動、物の輸送という現象は不変

〇交通総量＝⼈⼝×個々⼈の移動量
人⼝は減少、個々人の移動量は+-両方の可能性⇒結果として減少

〇移動目的は徐々に変化
通勤、通学、業務の⽐率→減少
買い物、訪問の増減→不明
レジャー、旅⾏の⽐率→増加

〇運転⾏動は、「⾞の機能利⽤」と「ドライブ」とに分化
従来の「⾃動⾞の普及」と「⾃動⾞の個人⽀配」というモータリゼーションの⼆つの要
素のうち、後者が希薄化ないし⽋落⇒モータリゼーションの変容

9
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⾞両の種類の多様化、機能の⾼度化

〇従来の原付及び軽⾞両の概念では想定しない⾞両の出現
人の移動⇒各種の電動カート、電動キックボード、⽴乗り電動スクーター等
貨物搬送⇒電動又は電動アシストのキャリアカー、配送ロボット等

〇⾃動運転機能
⾃動運転・運転⽀援機能の⾼度化

10

社会のデジタル化と新しい技術の活⽤

〇５G、６Gのもたらすもの
大容量の通信
情報処理の時間遅れの解消

〇情報処理技術
多様なセンサー
AIによる情報解析、評価

〇DXによる業務の改善、効率化
MaaSを後押し

11
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⾃動運転と街づくり

＜協調面＞
〇地域の輸送⼒の確保（⾃動運転の路線バス）
〇住⺠のモビリティの確保（オンデマンドの端末交通）

＜対⽴面＞
〇⾃動運転のマイカー普及は、住居地集約のインセンティブを阻害

12

令和の交通社会の風景
〜⾃動運転と「５G」、「６G」の世界

（１）まず、今後10年ないし15年程度を⾒越す
〇⾞両の機能
大衆⾞は、電動化された⾃動運転レベル2及び一部レベル3の機能を持つ⾞両がベース
事業⽤⾞両ではレベル4の活⽤が進む

⾛⾏路線限定又は地域限定⾛⾏⾞両、遠隔介⼊コントロール⾞両
〇⾞の利⽤形態の変化と新しいモビリティサービス（MaaS）の進展

DXは、各種システムの開発を通じて、所有から使⽤という流れを後押し

（２）今後20年から30年後の姿を予想
〇大衆⾞は、様々な領域（ODD)でレベル3の⾛⾏が可能な⾃動運転⾞両が主流

事業⽤⾞両は、適⽤領域（ODD)の広いレベル4の⾞両が実⽤化
〇レベル5の乗⽤⾞も実⽤化

13
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道路交通施策の展望

（１） 道路空間利⽤及び⾞使⽤の考え⽅
〇多様なニーズへの対応

全ての⾞両及び歩⾏者に均等にスペースを配分
〇道路構造の変化

日本型広場は実現するか

（２） 政策目標

14

政策目標

(社会の要請)
道路交通の絶対的な安全確保と道路の交通機能の維持
交通⾏動における快適性と効率性の実現

(目標)
〇 交通安全

ビジョンゼロ
〇 交通の円滑⇒道路交通機能の維持

良質なモビリテイの実現
〇 環境保全
〇 非常時の交通対策

15
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交通警察の取組課題
（⾃動運転関係）
①⾃動運転の進展を踏まえた交通ルールの在り方検討・・・・⾃律的交通管理の実現
②⾃動運転⾞両に係る⾛⾏方法の標準化
③交通管制の機能拡大による路⾞間協調の推進（⾃動運転の⽀援）
④⾞両の運⾏管理責任に着目した交通管理制度の構築
（⾞両の多様化）
⑤⾞両の多様化を踏まえた運転免許⾏政・・・・新しい運転免許区分、⾼齢者の

運転免許の許容性の検討
（DX対応）
⑥新技術による交通指導取締り・・・⾃動取締り機材の開発と実⽤化
⑦交通情報の収集と提供における官と⺠の協働（安全運転とルート選択）
（道路空間の利⽤）
⑧道路使⽤の弾⼒化

16

ご清聴有難うございました

17
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ショートスピーチ①

道路の本質（ネットワークと空
間）とその歴史

大 石 久 和

一般社団法人 全日本建設技術協会 会長
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2021年（令和3年）9月10日
令和３年度警察政策学会シンポジウム

道路の本質（ネットワークと空間）とその歴史

大 石 久 和大 石 久 和

一般社団法人 全日本建設技術協会 会⻑一般社団法人 全日本建設技術協会 会⻑

1

日独比較

人口：12,700万人

※日本の「3車線以下」は全て2車線 出典：国土交通省資料より作成

ドイツ日本

【高速道路の対象】日本：高規格幹線道路、ドイツ：アウトバーン（Autobahn）

データ出典）日本：平成27年度国土交通省資料、ドイツ：Straßenverkehrszählungen 2015（BSsT）

人口：8,300万人

＜車線数比率＞

日本 ドイツ

3車線以下 38％ 0.7％

4～5車線 56％ 73％

6車線以上 6％ 27％

全体延長 11,520km 12,990km

2
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出典：熊本県・宮崎県内収穫量 －農林水産省「平成29年産野菜生産出荷統計」（ただし、宮崎県内のすいかは「平成28年産野菜生産出荷実績」より抜粋）
東京卸売市場での取扱順位 ― 東京都中央卸売市場・築地市場（平成30年4月～平成30年9月）、豊洲市場（平成30年10月～平成31年3月）

熊本県・宮崎県の振興品目野菜の収穫量（2017年）、東京卸売市場での取扱順位（2018年）

品目 ばれいしょ はくさい ほうれんそう すいか トマト

熊
本
県

収穫量 12,300 t 15,800 t 5,710 t 47,000 t 128,200 t

東京卸売市場
での取扱順位
（取扱量）

6位
（164 ｔ）

23位
（1 ｔ 以下）

18位
（1 t 以下）

4位
（507 t）

1位
（2,183 t）

宮
崎
県

収穫量 13,100 t 10,000 t 13,400 t 641 t 19,300 t

東京卸売市場
での取扱順位
（取扱量）

20位
（1 t 以下）

順位外
（1 t 以下）

順位外
（1 t 以下）

順位外
（1 t 以下）

23位
（4 t）

農産品の流通状況
築地･豊洲市場に流通していない宮崎産農産品

3

4
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5

圏央道

33336611  kkmm 【【++  770000kkmm  （（++2211%%）） 】】
1144224400  ルルーートト 【【227744倍倍】】

■14,000km整備時

22666611  kkmm
5522  ルルーートト

（７９％） （１００％）

■現況
（2017年6月末現在）

 21％の道路の延伸で、270倍ものリダンダンシーが得られる。
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八戸小坂

釜石

安代

北上

横手

河辺

富谷

村田
山形

鶴岡

利府

相馬

いわき

友部

常
磐
道

高谷

三郷

久喜白岡

川口

大泉

高崎
北関道

関
越
道

新潟
中央

福島

郡山

栃木都賀

花巻

岩舟

磐越道

東東京京

青青森森

注1）東京から青森を高速道路により移動する場合のルートの数を示したものである。（宮古-久慈間の地域高規格道路を含む）
なお、移動にあたっては、逆進をしない条件としている。また、経過地点のルート数は、東京から青森に至るルートのうち通過する数を示す。

注2）既供用路線には①暫定供用・A’路線供用等を含む ②首都高延長は含まない 注3）供用延長には、東京-青森間を連続的に連絡しない区間は含まない

東京から⻘森まで移動する場合のルート数

大栄

友部

大栄

2015.6以降開通
（60.7㎞）
※東北分のみ更新

外環道外環道

圏央道

磐越道

6
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岩舟

北関道

福島

山形
鶴岡

河辺

鶴岡

友部栃木都賀

久喜白岡

高崎

三郷

常
磐
道

三郷

圏央道

関
越
道

横手

北上

富谷

33336633  kkmm 【【++  227766kkmm  （（++88%%）） 】】
1144224400  ルルーートト 【【5566倍倍】】

■14,000km整備時

33008877  kkmm
225566  ルルーートト

（９２％） （１００％）

■現況
（2019年3月末現在）

 8％の道路の延伸で、56倍ものリダンダンシーが得られる。
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八戸小坂

釜石

安代

河辺

村田

山形

利府

相馬

いわき

友部

高谷

久喜白岡

川口

大泉

高崎
北関道

新潟
中央

福島

郡山

栃木都賀

花巻

岩舟

磐越道

東東京京

青青森森

注1）東京から青森を高速道路により移動する場合のルートの数を示したものである。（宮古-久慈間の地域高規格道路を含む）
なお、移動にあたっては、逆進をしない条件としている。また、経過地点のルート数は、東京から青森に至るルートのうち通過する数を示す。

注2）既供用路線には①暫定供用・A’路線供用等を含む ②首都高延長は含まない 注3）供用延長には、東京-青森間を連続的に連絡しない区間は含まない

東京から⻘森まで移動する場合のルート数

大栄大栄

外環道外環道

圏央道

磐越道

7

8

伝統行事、祇園祭を支える両側町
 京都市では、通りを挟み向かい合ったエリアが一つの町となっている「両側町」

が多く見られ、通りを中心にコミュニティが形成されている。
 京都の伝統行事、祇園祭は、市中心部にある32の両側町により支えられている。

両側町はそれぞれ山鉾保存会を設立し、山鉾の維持・保存等の活動を行っている。

（左図□部分拡大）

室
町
通

出典 京都市観光協会HP
（財）祇園祭山鉾連合会
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七道駅路

資料：「学研学習事典」

政治的・経済的・文化的な役割を
果たしてきた道路
 道路は、古代から、中央からの命令の伝達、物資輸送、文化

伝播等、政治的、経済的、文化的な役割を果たしてきた。

9

10
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ショートスピーチ②

自動車の安全技術
ーアクティブセーフティから自動運転までー

須 田 義 大

東京大学 モビリティ・イノベーション連携研究機構長

生産技術研究所教授
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ショートスピーチ③

自動車技術、自動車の安全運転
その他自動車に係る諸問題

菰 田 潔

モータージャーナリスト
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22002211年年((令令和和33年年））99月月1100日日
令令和和３３年年度度警警察察政政策策学学会会シシンンポポジジウウムム

自動車技術、自動車の安全運転
その他自動車に係る諸問題

モータージャーナリスト
菰田 潔

自自動動車車技技術術のの進進歩歩にに合合わわせせたた運運転転方方法法

•昭和→平成→令和
•２０世紀→２１世紀

自動車技術もかなり進化している。
環境性・経済性・安全性のためには
→技術の進歩に合わせた運転方法が必要。
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暖暖機機運運転転はは不不要要！！？？
・止まったままの暖機運転は不要なだけでなく、
エンジンにとって害がある。
（20年前の欧州車の取扱説明書）
・コンピュータ制御の燃料噴射、点火時期

・シートベルトをしてからエンジンを掛ける。
ドライバーがシートベルトをしないでエンジンを
掛けるのは環境性、経済性、安全性に問題がある。

ヘヘッッドドラライイトトははななるるべべくく点点けけるる
•ヘッドライトの意味
前を照らして障害物を発見することと
ライトを点けることで自分の存在を周囲に知らせる

トンネル内でも点灯（法律上の問題ではなく）
信号待ちでも消さない（法律上の問題もある）
夕方早めに点灯
雨の日の点灯も重要（ワイパーと連動する車両も）
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ヘヘッッドドラライイトト点点灯灯かか消消灯灯でで
トトンンネネルル内内ででのの目目立立ちちややすすささ
がが大大ききくく異異ななるる

ババッッテテリリーー、、発発電電機機のの進進化化

• LEDライトなどの登場で
電気を食わずに明るいライトになっている

•なるべくライトを消すという昭和の常識から脱皮
することで安全性が高まる
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自自動動運運転転車車ととママニニュュアアルル運運転転車車のの
事事故故がが増増ええそそうう

•自動運転車、半自動運転車が増えると事故が減る
と予想されるが、、、、、。

•融通を効かせた運転ができる人間の運転と機械に
よる自動運転の違いが流れを乱し事故の可能性を
高める。

•具体例としては制限速度の守り方の違い。

高高速速道道路路ののラランンププウウェェイイへへ向向かかうう減減速速車車線線
カカーーブブのの手手前前でで3300kkmm//hhのの制制限限速速度度がが始始ままるる!!

自自動動運運転転車車はは3300kkmm//hhをを守守るるがが・・・・・・・・・・・・、、。。
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EEDDRR((イイベベンントトデデーータタレレココーーダダ))のの搭搭載載

• EDRに記録された事故記録を引き出すCDR（クラッ
シュデータリトリーバル)の作業とその解析

これにより
•自動運転中の事故なのかも判別がつく
•エアバッグが展開すれば記録がフリースして消え
ない

• ADASの自動ブレーキは記録は残るが上書きされる
これからは物損事故でもCDRでデータを取っておく

ママルルチチククララッッシシュュのの順順番番もも
• A車、B車、C車がぶつかった事故
• A車とB車がぶつかったのが先か？
• B車とC車がぶつかったのが先か？

• B車が証明することは難しいが

• CDRレポートにより衝突順序も明確にわかる
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• 車両速度
• アクセル操作
• エンジンスロットル
• エンジン回転数
• モーター回転数
• ブレーキペダル
• ブレーキオイルプ
レッシャー

• 加速度
• ヨーレイト
• 舵角
• クルーズコントロー
ル

⾃動⾞事故解析におけるCDR/EDR の技術と活用について
CDRレポートの【プレクラッシュデータ】例

システムのエラー︖操作ミス︖ EDRデータが有⼒な状況証拠に

EDR/CDRの活用ケース
⾃動⾞事故解析におけるCDR/EDR の技術と活用について

事故調査において
• 乗客全員の死亡事故
• 車両自殺
• 保険金詐欺
• 多重事故
• 証言のくいちがい
• 調査時間の短縮
CDR

• 公平、透明性のある事故調査を可能に
• 官⺠学共通の運⽤ルールと資格制度
• オーナー、ドライバーの個人情報であるCDRレポートを適切に管理か
つ使⽤する事が重要。

昨今の車両では
• 車両暴走事故
• 踏み間違え
• ADAS搭載車両
• 自動運転車両
• 安全性の向上へ寄与
• 事故統計データ
• 事故の要因解明
• 事故多発地点の原因究明
• アクティブセーフティーシステム検証
• パッシブセーフティーシステム検証
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ごご清清聴聴あありりががととううごござざいいままししたた。。

モータージャーナリスト
菰田 潔
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ショートスピーチ④

新たなモビリティの交通ルール等
の在り方

中 野 崇 嗣

警察庁交通局交通企画課理事官
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